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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療用の超音波を送波する治療用振動子と、
　治療用振動子を基準とした治療座標系を用いて、互いに焦点の設定位置が異なる複数の
超音波ビームを形成するように、治療用振動子を制御するビーム形成部と、
　前記各超音波ビームごとに発生するキャビテーションの観測結果に基づいて、観測座標
系において、各超音波ビームの焦点に対応した実測位置を得る位置特定部と、
　前記複数の超音波ビームに関する焦点の設定位置と実測位置に基づいて、治療座標系と
観測座標系の間の座標変換情報を得る変換情報生成部と、
　を有し、
　治療部位の観測結果に基づいて得られる観測座標系における治療箇所の位置情報から、
前記座標変換情報に基づいて、治療座標系における当該治療箇所の位置情報を得ることに
より、治療座標系を用いて当該治療箇所をターゲットとして超音波ビームを形成して治療
用の超音波を送波する、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波治療システムにおいて、
　観測用の超音波を送受する観測用振動子と、
　観測用振動子を介して得られるエコーデータに基づいて超音波画像を形成する画像形成
部と、



(2) JP 5937890 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

　をさらに有し、
　前記位置特定部は、各超音波ビームごとに発生するキャビテーションの画像を含んだ前
記超音波画像に基づいて、観測用振動子を基準とした前記観測座標系における各超音波ビ
ームの焦点に対応した実測位置を得る、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波治療システムにおいて、
　前記複数の超音波ビームを一括形成することにより、複数の超音波ビームから包括的に
得られる複数の焦点に関する設定位置セットと実測位置セットを一括登録し、
　前記変換情報生成部は、前記設定位置セットと前記実測位置セットに基づいて、前記座
標変換情報を得る、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波治療システムにおいて、
　前記変換情報生成部は、前記設定位置セットと前記実測位置セットに基づいて得られる
複数の変換行列候補の中から、変換行列候補同士の距離に基づいて、前記治療座標系と前
記観測座標系の間の変換行列を選定する、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の超音波治療システムにおいて、
　前記複数の超音波ビームの各々を逐次形成することにより、各超音波ビームごとに個別
的に得られる焦点の設定位置と実測位置の対応関係を逐次登録し、
　前記変換情報生成部は、前記複数の超音波ビームの各々から得られる前記対応関係に基
づいて、前記座標変換情報を得る、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波治療システムにおいて、
　前記位置特定部は、水中で各超音波ビームごとに発生するキャビテーションの観測結果
に基づいて、各超音波ビーム上においてキャビテーションの中心位置から浅い方にずれた
位置をその超音波ビームの焦点に対応した実測位置とする、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波治療システムにおいて、
　前記位置特定部は、ゲル状の擬似生体内で各超音波ビームごとに発生するキャビテーシ
ョンの観測結果に基づいて、各超音波ビーム上におけるキャビテーションの中心位置をそ
の超音波ビームの焦点に対応した実測位置とする、
　ことを特徴とする超音波治療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、治療用の超音波を送波する超音波治療システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　強力集束超音波（ＨＩＦＵ：High Intensity Focused Ultrasound）を例えば生体に照
射し、比較的強力な音響エネルギーにより、生体内の治療箇所に関する破壊や破砕や焼灼
などを行って、生体を治療するシステムや装置が知られている。強力集束超音波を利用す
るシステムや装置においては、目的とする治療箇所に的確に強力集束超音波の焦点を設定
する必要がある。
【０００３】
　そのため、例えば、超音波診断装置やＭＲＩなどを利用して得られる観測画像により治
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療箇所の位置を確認し、その位置を焦点として強力集束超音波を照射するような制御が行
われる。こうした制御においては、治療箇所の確認に利用される座標系（観測座標系）と
強力集束超音波の制御に利用される座標系（治療座標系）との間の対応関係、例えば座標
系間の座標変換情報などを明らかにしておく必要がある。
【０００４】
　一方において、水などの液体内またはゲル状の媒体内に強力集束超音波を照射すること
により、キャビテーションと呼ばれる気泡が発生する現象が知られている。例えば特許文
献１には、キャビテーション気泡の崩壊圧を対象物の破砕や洗浄に利用する旨の技術が記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００５／０９４７０１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した背景技術に鑑み、本願の発明者は、超音波治療システムの更なる改良について
研究開発を重ねてきた。特に、治療座標系と観測座標系の間の座標変換情報を得る技術と
超音波により発生するキャビテーションに注目した。
【０００７】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、超音波によ
り発生するキャビテーションを利用して座標変換情報を得る超音波治療システムを実現す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的にかなう好適な超音波治療システムは、治療用の超音波を送波する治療用振動
子と、治療用振動子を基準とした治療座標系を用いて、互いに焦点の設定位置が異なる複
数の超音波ビームを形成するように、治療用振動子を制御するビーム形成部と、前記各超
音波ビームごとに発生するキャビテーションの観測結果に基づいて、観測座標系において
各超音波ビームの焦点に対応した実測位置を得る位置特定部と、前記複数の超音波ビーム
に関する焦点の設定位置と実測位置に基づいて、治療座標系と観測座標系の間の座標変換
情報を得る変換情報生成部と、を有し、治療部位の観測結果に基づいて得られる観測座標
系における治療箇所の位置情報から、前記座標変換情報に基づいて、治療座標系における
当該治療箇所の位置情報を得ることにより、治療座標系を用いて当該治療箇所をターゲッ
トとして超音波ビームを形成して治療用の超音波を送波する、ことを特徴とする。
【０００９】
　上記超音波治療システムでは、治療用振動子を基準とした治療座標系と、観測における
基準となる観測座標系が利用される。観測においては、超音波診断で得られる超音波画像
を利用することが望ましいものの、ＭＲＩなどの他の装置を利用して得られる観測画像が
利用されてもよい。
【００１０】
　そして、上記超音波治療システムでは、治療用の超音波を送波する制御において設定さ
れる各超音波ビームの焦点の設定位置と、キャビテーションの観測結果に基づいて得られ
る各超音波ビームの焦点に対応した実測位置と、に基づいて、治療座標系と観測座標系の
間の座標変換情報を得ている。つまり、座標変換情報を用いて、例えば観測座標系から治
療座標系へ位置情報を変換することが可能になり、観測座標系において確認された治療箇
所をターゲットとして超音波ビームを形成して治療用の超音波を送波することが可能にな
る。そのため、特に、治療座標系と観測座標系との間の幾何学的な対応関係を明らかにす
ることが困難な場合や、その幾何学的な対応関係を固定しておくことが困難な場合におい
て、本超音波治療システムは極めて有用である。
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【００１１】
　望ましい具体例において、前記超音波治療システムは、観測用の超音波を送受する観測
用振動子と、観測用振動子を介して得られるエコーデータに基づいて超音波画像を形成す
る画像形成部と、をさらに有し、前記位置特定部は、各超音波ビームごとに発生するキャ
ビテーションの画像を含んだ前記超音波画像に基づいて、観測用振動子を基準とした前記
観測座標系における各超音波ビームの焦点に対応した実測位置を得ることを特徴とする。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記超音波治療システムは、前記複数の超音波ビームを一括
形成することにより、複数の超音波ビームから包括的に得られる複数の焦点に関する設定
位置セットと実測位置セットを一括登録し、前記変換情報生成部は、前記設定位置セット
と前記実測位置セットに基づいて、前記座標変換情報を得ることを特徴とする。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記変換情報生成部は、前記設定位置セットと前記実測位置
セットに基づいて得られる複数の変換行列候補の中から、変換行列候補同士の距離に基づ
いて、前記治療座標系と前記観測座標系の間の変換行列を選定する、ことを特徴とする。
【００１４】
　望ましい具体例において、前記超音波治療システムは、前記複数の超音波ビームの各々
を逐次形成することにより、各超音波ビームごとに個別的に得られる焦点の設定位置と実
測位置の対応関係を逐次登録し、前記変換情報生成部は、前記複数の超音波ビームの各々
から得られる前記対応関係に基づいて、前記座標変換情報を得ることを特徴とする。
【００１５】
　望ましい具体例において、前記位置特定部は、水中で各超音波ビームごとに発生するキ
ャビテーションの観測結果に基づいて、各超音波ビーム上においてキャビテーションの中
心位置から浅い方にずれた位置をその超音波ビームの焦点に対応した実測位置とする、こ
とを特徴とする。
【００１６】
　望ましい具体例において、前記位置特定部は、ゲル状の擬似生体内で各超音波ビームご
とに発生するキャビテーションの観測結果に基づいて、各超音波ビーム上におけるキャビ
テーションの中心位置をその超音波ビームの焦点に対応した実測位置とする、ことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、超音波で発生するキャビテーションを利用して座標変換情報を得る超音
波治療システムが実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施において好適な超音波治療システムを示す図である。
【図２】超音波によるキャビテーションの発生を説明するために図である。
【図３】ゲル状の媒体内におけるキャビテーションの位置の確認を説明するための図であ
る。
【図４】治療用超音波により発生するノイズを説明するための図である。
【図５】水中におけるキャビテーションの位置の確認を説明するための図である。
【図６】治療用超音波の照射方向の確認手順を説明するための図である。
【図７】ビーム方向に沿って並ぶエコーデータの強度を示す図である。
【図８】点Ｃと点Ｄの別の登録例を示す図である。
【図９】複数の試行の各々で得られる変換行列群の具体例を示す図である。
【図１０】変換行列間距離の算出結果の具体例を示す図である。
【図１１】変換行列間距離の算出結果をグラフ化した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　図１は、本発明の実施において好適な超音波治療システム（本超音波治療システム）を
示す図である。本超音波治療システムは、超音波プローブ１０を備えており、その超音波
プローブ１０は、治療用振動子１０Ｔと観測用振動子１０Ｄで構成されている。
【００２０】
　治療用振動子１０Ｔは、強力集束超音波（ＨＩＦＵ）を送波する振動子であり、例えば
二次元的に配列された複数の治療用振動素子を備えている。治療用振動子１０Ｔは、例え
ば癌や腫瘍などの治療箇所Ｐに治療用の強力集束超音波（治療用超音波Ｔ）を送波して、
その治療箇所Ｐを例えば焼灼するなどして治療するために利用される。
【００２１】
　一方、観測用振動子１０Ｄは、例えば二次元的に配列された複数の観測用振動素子を備
えており、例えば治療箇所Ｐを有する被検体（患者）に対して、超音波画像を形成するた
めの比較的弱い超音波を送受する。つまり、公知の一般的な超音波診断装置と同じ程度の
強度（エネルギー）の超音波を送受する。
【００２２】
　なお、超音波プローブ１０は、例えば、お椀（どんぶり）状に凹ませた内部の表面を振
動子面とする。そして、例えば、お椀状に凹んだ内部の中央に位置する底の部分に観測用
振動子１０Ｄが設けられる。但し、超音波プローブ１０の振動子面の形状は、お椀状に限
定されず、用途等に応じた形状とされることが望ましい。また、全ての振動素子またはい
くつかの振動素子が、治療用と観測用の両用途に利用されてもよい。
【００２３】
　送信ビームフォーマ（送信ＢＦ）１２は、超音波プローブ１０が備える複数の振動素子
の各々に対応した送信信号を出力して超音波プローブ１０を制御する。つまり、送信ビー
ムフォーマ１２は、観測用振動子１０Ｄの複数の振動素子を制御し、観測用の送信ビーム
を観測領域Ｄ内で走査する。また、送信ビームフォーマ１２は、治療用振動子１０Ｔの複
数の振動素子を制御して治療用の送信ビームを形成する。
【００２４】
　受信ビームフォーマ（受信ＢＦ）１４は、観測用振動子１０Ｄが備える複数の振動素子
の各々から得られる受信信号に対して整相加算処理などを施すことにより、観測領域Ｄ内
で走査される送信ビームに対応した受信ビームを形成し、受信ビームに沿って得られるエ
コーデータ（受信信号）を後段の超音波画像形成部２０へ出力する。
【００２５】
　超音波画像形成部２０は、受信ビームフォーマ１４から得られるエコーデータに基づい
て、観測領域Ｄ内を映し出した超音波画像の画像データを形成する。超音波画像としては
例えばＢモード画像や３次元画像や直交３断面画像などが好適である。そして、超音波画
像形成部２０において形成された画像データに対応した超音波画像が表示部２２に表示さ
れる。
【００２６】
　本超音波治療システムでは、超音波画像を利用して治療箇所Ｐの位置が確認され、その
確認された治療箇所Ｐの位置をターゲットとして治療用超音波Ｔが送波される。本超音波
治療システムを利用するユーザは、例えば、表示部２２に表示される超音波画像を利用し
て治療箇所Ｐの位置を確認し、操作デバイス３２を操作してその治療箇所Ｐの位置情報を
入力する。例えば、操作デバイス３２と表示部２２の機能を一体化させたタッチパネルに
表示される超音波画像内において治療箇所Ｐの位置を指定することにより位置情報が入力
される。また、トラックボールやマウスなどの操作デバイス３２を操作して、表示部２２
の超音波画像内に表示されるカーソル等により治療箇所Ｐの位置を指定して位置情報が入
力されてもよい。もちろん、本超音波治療システムが超音波画像に対する画像処理等によ
り治療箇所Ｐの位置を確認して位置情報を得るようにしてもよい。なお、治療箇所Ｐの位
置情報としては、例えば、ｘｙｚ直交座標系内における座標値が好適であるものの、ｒθ
φ走査座標系内における座標値が利用されてもよい。
【００２７】
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　制御部７０は、例えば操作デバイス３２を介して得られる治療箇所Ｐの位置情報に基づ
いて送信ビームフォーマ１２を制御する。これにより、送信ビームフォーマ１２は、治療
箇所Ｐの位置に向けて、例えば治療箇所Ｐの位置を焦点とする送信ビームを形成し、治療
用超音波Ｔを送波するように、超音波プローブ１０の治療用振動子１０Ｔを制御する。
【００２８】
　上述した本超音波治療システムにおける制御においては、治療箇所Ｐの位置の確認に利
用される観測領域Ｄの座標系、つまり観測用振動子１０Ｄを基準とした観測座標系と、治
療用超音波Ｔの送信制御に適した座標系、つまり治療用振動子１０Ｔを基準とした治療座
標系が利用される。そのため、その制御に先立って、観測座標系と治療座標系の座標系間
の座標変換情報などを明らかにしておく必要がある。本超音波治療システムでは、その座
標系間の座標変換情報として変換行列を得るにあたって、超音波によって発生するキャビ
テーションを利用する。
【００２９】
　そこで、本超音波治療システムによるキャビテーションを利用した変換行列の生成につ
いて以下に説明する。なお、既に図１に示した部分（構成）については、以下の説明にお
いて図１の符号を利用する。
【００３０】
　図２は、超音波によるキャビテーションの発生を説明するために図である。キャビテー
ションとは、水などの液体内またはゲル状の媒体内に強力集束超音波を照射することによ
り負音圧で気泡が発生する現象である。本超音波治療システムでは、治療用超音波Ｔを送
波してキャビテーションを発生させる。図２には、治療座標系（ＸＹＺ直交座標系）を利
用した制御により、Ｚ軸に沿って焦点Ｆで集束するように超音波ビームを形成して治療用
超音波Ｔを送波する例が示されている。キャビテーションは、例えば超音波ビームのビー
ム軸を中心とした回転体または楕円体となる。
【００３１】
　図２（１）は、水中におけるキャビテーションの発生を示している。図２（１）に示す
ように、水中に向けて焦点Ｆで集束するように超音波ビームを形成して治療用超音波Ｔを
送波すると、焦点Ｆの付近に気泡が発生する。その気泡が発生している領域がキャビテー
ションエリアＣである。水中においては、焦点Ｆで発生した気泡が比較的強力な治療用超
音波Ｔの放射圧や放射流により、ビーム方向に沿って深い方に押し流される。
【００３２】
　一方、図２（２）は、ゲル状の媒体内におけるキャビテーションの発生を示している。
ゲル状の媒体内に向けて焦点Ｆで集束するように超音波ビームを形成して治療用超音波Ｔ
を送波すると、焦点Ｆの付近に気泡が発生する。ゲル状の媒体内では、気泡が流されるこ
となく発生した位置に留まる傾向があるため、図２（２）に示すように、焦点Ｆをほぼ中
心として球状に近い回転楕円体のキャビテーションエリアＣが形成される。
【００３３】
　このように、水中とゲル状の媒体内では、発生するキャビテーションの状態が異なって
いる。図１の超音波治療システムでは、治療に先立って、治療用振動子１０Ｔにより治療
用超音波Ｔを照射して水中またはゲル状の媒体内でキャビテーションを発生させ、観測用
振動子１０Ｄを利用してキャビテーションを含む観測領域Ｄ内からエコーデータを得て、
超音波画像形成部２０において形成される超音波画像から、位置特定部３０においてキャ
ビテーションの位置が確認されて焦点Ｆの位置が特定される。まず、比較的容易に位置情
報を得ることができるゲル状の媒体（例えばファントム）を利用した位置情報の登録につ
いて説明する。
【００３４】
　図３は、ゲル状の媒体内におけるキャビテーションの位置の確認を説明するための図で
ある。キャビテーションの位置の確認には、観測座標系（ｘｙｚ直交座標系）で得られる
観測領域Ｄの超音波画像が利用される。例えば、キャビテーションを含んだ三次元領域で
ある観測領域Ｄの超音波画像が形成される。
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【００３５】
　なお、観測用の超音波ビームを立体的に走査してエコーデータを収集すると、図３に示
すように、扇型を揺動した立体形状の観測領域Ｄが形成される。この観測領域Ｄから得ら
れるエコーデータに基づいて、例えば補間処理等により、立方体形状のボクセルデータ空
間を形成することができる。そこで、本超音波治療システムでは、観測領域Ｄを立方体形
状のボクセルデータ空間に変換し、観測座標系として、デカルト座標系（ｘｙｚ直交座標
系）を利用する。
【００３６】
　ゲル状の媒体においては、キャビテーションエリアＣの中心座標が参照点、つまり、焦
点Ｆの実測位置とされる。但し、参照点の登録をより正確に実行するために、治療用超音
波（強力集束超音波：ＨＩＦＵ）により発生するノイズを除去することが望ましい。
【００３７】
　図４は、治療用超音波により発生するノイズを説明するための図であり、観測領域Ｄ内
において観測される複数のノイズ（Ｎ）の発生例を示している。ノイズとしては、治療用
超音波（ＨＩＦＵ）の送波時に観測系に漏れこむ音響的ノイズが支配的であり、従って、
観測系の超音波受信ライン方向に細長くなる性状を有する。つまり、図４に示すように、
ノイズは、観測用超音波の受信ビーム方向に沿って細長くなる傾向がある。
【００３８】
　そこで、このノイズの細長くなる形状を利用して，例えばモルホロジーフィルタなどの
非線形フィルタにより、キャビテーションによる立体画像とノイズの画像とを識別してノ
イズを取り除くことができる。
【００３９】
　なお、音響的ノイズとは別に、それよりも小さな電気的なノイズも混入することがある
ものの、この電気的ノイズは、エコーデータの取り込み動作を繰り返して複数のボリュー
ムデータを形成し、複数のボリュームデータ間で平均処理を行うなどして取り除くことが
できる。または、電気的ノイズは、ある大きさを有する空間フィルタの低周波除去フィル
タなどにより取り除くことも可能である。
【００４０】
　こうして、ノイズを除去した後に、例えば、ユーザが、表示部２２に映し出される観測
領域Ｄに関する超音波画像を見ながら、操作デバイス３２を利用して、その超音波画像内
においてキャビテーションエリアの中心点を指定することにより、位置特定部３０が、そ
の中心点を参照点（図３における焦点Ｆの実測位置）に設定する。なお、位置特定部３０
が、例えば、超音波画像データに対して細線化処理または画像縮退処理等の画像処理技術
を適用して、超音波画像データ内においてキャビテーションエリアの中心点を抽出するよ
うにしてもよい。
【００４１】
　次に、水中のキャビテーションを利用した位置情報の登録について説明する。図２（１
）に示すように、水中においては、焦点Ｆで発生した気泡が比較的強力な治療用超音波Ｔ
の放射圧や放射流により深い方に押し流される。つまり、治療用の超音波ビーム上におい
て、キャビテーションエリアＣの中心点から浅い方にずれた位置に、その超音波ビームの
焦点Ｆがある。そのため、治療用の超音波ビームのビーム軸の方向を知る必要がある。
【００４２】
　図５は、水中におけるキャビテーションの位置の確認を説明するための図である。図５
には、観測座標系（ｘｙｚ直交座標系）と治療座標系（ＸＹＺ直交座標系）が示されてい
る。図１に示す超音波プローブ１０においては、治療用振動子１０Ｔの原点位置と観測用
振動子１０Ｄの原点位置が近接している（望ましくは一致している）ものの、図５には、
観測座標系（ｘｙｚ直交座標系）と治療座標系（ＸＹＺ直交座標系）の原点位置が比較的
離れた場合の例を示している。本超音波治療システムによれば、例えば図５に示すように
観測座標系と治療座標系の原点位置が比較的離れた場合であっても、座標系間の対応関係
を明らかにすることができる。
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【００４３】
　治療用振動子１０Ｔを基準とした治療座標系と観測用振動子１０Ｄを基準とした観測座
標系との間の対応関係が明らかになる前においては、観測系において、治療用超音波（Ｈ
ＩＦＵ）がどの方向から照射されたのかが未知である。そこで、治療用超音波の照射方向
が以下の手順で確認される。
【００４４】
　図６は、治療用超音波の照射方向の確認手順を説明するための図である。まず、治療用
振動子１０Ｔにより第１の治療用超音波を送波してキャビテーションを発生させ、観測用
振動子１０Ｄを利用した観測系においてそのキャビテーションの中心である点ａの座標を
確認して記録する。なお、第１の治療用超音波は、例えば、治療用振動子１０Ｔの振動子
面の中心（原点）からその振動子面に対して垂直な超音波ビーム方向に送波される。
【００４５】
　次に、点ａと治療用振動子１０Ｔの中心（原点）とを結ぶ直線に沿って、つまり第１の
治療用超音波と同一の超音波ビーム方向で、第１の治療用超音波とは異なる焦点に、第２
の治療用超音波を送波する。そして、第２の治療用超音波によりキャビテーションを発生
させ、観測用振動子１０Ｄを利用した観測系においてそのキャビテーションの中心である
点ｂの座標を確認して記録する。
【００４６】
　点ａと点ｂは同一の超音波ビーム上の２点であるため、観測系において例えば位置特定
部３０が点ａと点ｂを通る直線を確認することにより、治療系において例えば送信ビーム
フォーマ１２により設定された超音波ビーム方向を知ることができる。
【００４７】
　なお、参照点（焦点の実測位置）を手動登録する場合には、超音波画像内にその超音波
ビーム方向（ビーム軸）を例えば直線で表示し、ユーザに治療用超音波ビームの照射方向
を知らせることができる。ユーザはそれを参考に、例えばキャビテーションエリアの境界
で、最も治療用振動子に近い点、つまり図６に示す点Ａと点Ｂを参照点として装置に登録
する。こうして、第１の治療用超音波の焦点の実測位置（参照点）である点Ａと、第２の
治療用超音波の焦点の実測位置（参照点）である点Ｂが登録される。
【００４８】
　また、参照点（焦点の実測位置）を自動登録する場合には、観測系において例えば位置
特定部３０が点ａと点ｂを通る直線（ビーム方向）に沿って並ぶエコーデータ（ボクセル
データ）の強度を確認する。
【００４９】
　図７は、ビーム方向に沿って並ぶエコーデータの強度を示す図であり、図６の点ａと点
ｂを通る直線に沿って並んだエコーデータの強度（輝度値）を示している。図７の横軸は
観測系において確認された治療用超音波ビーム方向（ビーム軸）であり、図７の縦軸には
ビーム上の各位置におけるエコーデータの強度が示されている。図７において、治療用振
動子は原点側（左側）に存在することになる。
【００５０】
　図７に示すように、エコーデータの強度（輝度値）の高い山が２つ現れている。これら
は、第１の治療用超音波と第２の治療用超音波により発生したキャビテーションに対応し
ている。そこで、例えば位置特定部３０は、それぞれの山の値を左側（原点側）から探索
し、最初に閾値を超える箇所をキャビテーション画像の境界位置と定義する。そして、そ
の境界位置を参照点として登録する。つまり、第１の治療用超音波の焦点の実測位置とし
て点Ａが登録され、第２の治療用超音波の焦点の実測位置として点Ｂが登録される。
【００５１】
　また、治療系においては、例えば送信ビームフォーマ１２は、自身の座標系である治療
座標系の原点Ｓと焦点の設定位置を知っているため、例えば、第１の治療用超音波の焦点
の設定位置（点Ａに対応する）から治療座標系の原点Ｓまでの距離Ａを算出し、位置特定
部３０に提供する。これにより、位置特定部３０は、焦点の実測位置である点Ａから、原
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点方向に向かって距離Ａだけ離れた位置に、治療座標系の原点Ｓがあること知ることがで
きる。
【００５２】
　以上の手順により、観測系において、治療座標系の原点Ｓの位置と、第１と第２の治療
用超音波のビーム軸（ビーム方向）と、そのビーム軸上の参照点である点Ａと点Ｂの座標
を確認することができる。
【００５３】
　さらに、第１と第２の治療用超音波とは異なるビーム方向において、第３の治療用超音
波を送波してキャビテーションを発生させ、さらに、第３の治療用超音波と同じビーム方
向に第４の治療用超音波を送波してキャビテーションを発生させることにより、上述した
点Ａと点Ｂの確認と同様な手順により、第３の治療用超音波に関する焦点の実測位置（点
Ｃ）と、第４の治療用超音波の焦点に関する実測位置（点Ｄ）を登録することができる。
なお、参照点である点Ｃと点Ｄを次のように登録することもできる。
【００５４】
　図８は、点Ｃと点Ｄの別の登録例を示す図である。図６、図７を利用して説明したよう
に、第１と第２の治療用超音波により治療座標系の原点Ｓを確認することができる。その
ため、第３の治療用超音波の送波により発生するキャビテーションの中心位置ｃと原点Ｓ
とを結ぶことにより、第３の治療用超音波のビーム方向を知ることができる。ビーム方向
が分かれば、中心位置ｃからビーム方向に沿って原点Ｓ側にある参照点Ｃを確認すること
ができる。また、第３の治療用超音波とは異なる方向に第４の治療用超音波を送波してキ
ャビテーションを発生させ、その中心位置ｄと原点Ｓとを結ぶことにより、第４の治療用
超音波のビーム方向を知り、中心位置ｄからビーム方向に沿って原点Ｓ側にある参照点Ｄ
を確認することができる。
【００５５】
　これにより、例えば図８に示すように、４つの参照点として点Ａ，点Ｂ，点Ｃ，点Ｄを
観測系において登録することができる。なお、４つの参照点を登録するにあたっては、逐
次登録法と一括登録法がある。
【００５６】
　逐次登録法では、第１から第４の治療用超音波が順次送波され、各治療用超音波ごとに
キャビテーションの中心位置である点ａ，点ｂ，点ｃ，点ｄが次々に確認されて、点Ａ，
点Ｂ，点Ｃ，点Ｄの４つの参照点が次々に登録される。
【００５７】
　一括登録法では、第１から第４の治療用超音波が同時にまたは高速に切り替えて送波さ
れ、つまり第１から第４の治療用超音波が一括的に送波され、４つのキャビテーションを
発生させ、４つのキャビテーションの中心位置である点ａ，点ｂ，点ｃ，点ｄが一括的に
確認されて、点Ａ，点Ｂ，点Ｃ，点Ｄの４つの参照点が一括登録される。
【００５８】
　こうして、例えば位置特定部３０において４つの参照点の位置が確認されると、それら
４つの参照点の観測座標系における座標値が座標情報登録部４０に登録される。そして、
登録された４つの参照点の座標値に基づいて、変換行列生成部５０が、観測座標系と治療
座標系の間の変換行列を生成する。そこで、以下にその変換行列の生成処理について説明
する。なお、逐次登録法と一括登録法とにおいて変換行列の生成処理が異なるため、それ
ぞれの生成処理について説明する。
【００５９】
　＜逐次登録法における変換行列の生成＞
観測用振動子１０Ｄを基準とした観測座標系により特定される座標値と、治療用振動子１
０Ｔを基準とした治療座標系により特定される座標値は、互いに１対１に対応する単写の
関係にある。したがって、それら両座標系間の対応関係を規定する変換行列を得ることが
できれば、観測座標系において指定された位置の情報から、治療座標系におけるその位置
に対応した座標を知ることができる。もちろん治療座標系における位置の情報から観測座
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【００６０】
　逐次登録法においては、第１から第４の治療用超音波をそれぞれの焦点の設定位置に向
けて送波し、それぞれの焦点の実測位置である参照点（点Ａ～点Ｄ）が確認され、各焦点
ごとに設定位置と実測位置との対応関係が例えば次のように登録される。
【００６１】
　点Ａについて、設定位置（ＸＡ，ＹＡ，ＺＡ）、実測位置（ｘＡ，ｙＡ，ｚＡ）
　点Ｂについて、設定位置（ＸＢ，ＹＢ，ＺＢ）、実測位置（ｘＢ，ｙＢ，ｚＢ）
　点Ｃについて、設定位置（ＸＣ，ＹＣ，ＺＣ）、実測位置（ｘＣ，ｙＣ，ｚＣ）
　点Ｄについて、設定位置（ＸＤ，ＹＤ，ＺＤ）、実測位置（ｘＤ，ｙＤ，ｚＤ）
【００６２】
　観測座標系から治療座標系への変換行列[Ｔ]として、アフィン変換行列を用いると、点
Ａに関する対応関係、つまり治療座標系の設定位置と観測座標系の実測位置の対応関係は
次式のように表現できる。
【００６３】
【数１】

【００６４】
　変換行列[Ｔ]が特定できれば、観測座標系から治療座標系への座標変換が可能になる。
三次元空間（三次元座標系）に関する変換行列[Ｔ]は、同一平面上に同時に存在すること
がない４点を用いることで特定することができる。そのため、点Ａ～点Ｄの４点は同一平
面上に同時に存在しないように登録される。そして、それら４点に関する対応関係から、
変換行列[Ｔ]に関する次式が得られる。
【００６５】
【数２】

【００６６】
　数２式において、行列[Ｕ]は点Ａ～点Ｄの実測位置の座標値で構成される正方行列であ
り、行列[Ｈ]は点Ａ～点Ｄの設定位置の座標値で構成される正方行列であり、さらに、変
換行列[Ｔ]も正方行列で定義されている。
【００６７】
　数２式の両辺に行列[Ｕ]の逆行列[Ｕ]－１を左側から乗算すると、次式のとおり、変換
行列[Ｔ]を算出することができる。
【００６８】
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【数３】

【００６９】
　数３式では、逆行列[Ｕ]－１を利用しているが、逆行列[Ｕ]－１が成立するためには、
行列[Ｕ]が正則行列であることが条件となる。つまり、行列[Ｕ]を構成する４つの参照点
の座標が一次独立であることが条件となる。そして、４つの参照点の座標が一次独立であ
るという数学的な条件は、４点が同一平面内に存在してはならないという物理的な条件と
等価である。
【００７０】
　そこで、本超音波治療システムでは、位置特定部３０において同一平面内に存在しない
４つの参照点の位置が確認され、それら４つの参照点に関する設定位置と実測位置の対応
関係が座標情報登録部４０に登録され、変換行列生成部５０が、例えば数３式に基づいて
変換行列[Ｔ]を特定する。
【００７１】
　なお、変換行列[Ｔ]は、理論的には、同一平面内に存在しない４点のみから特定するこ
とができるものの、観測系における誤差等を考慮すると、４点による変換行列[Ｔ]の特定
を複数回に亘って実行して、複数回に亘って得られる複数の変換行列[Ｔ]を加算平均処理
し、加算平均処理後の変換行列[Ｔ]を利用することが望ましい。
【００７２】
　また、例えば、上述した点Ａ～点Ｄの４点に加えて、それらとは異なる点Ｅ，点Ｆ，点
Ｇについての設定位置と実測位置を登録し、点Ａ～点Ｇの７点から４点のグループを選択
することにより、次式に示すとおり３５通りの選択が可能になる。
【００７３】

【数４】

【００７４】
　そこで、例えばこの３５通りのグループの各々から変換行列[Ｔ]を算出し、これにより
得られる３５個の変換行列[Ｔ]を加算平均処理し、加算平均処理後の変換行列[Ｔ]を利用
するようにしてもよい。
【００７５】
　逐次登録法によれば、治療座標系と観測座標系の間の変換行列を比較的容易に算出する
ことができる。なお、逐次登録法における参照点（焦点の実測位置）の設定においては、
水中のキャビテーションとゲル状媒体内のキャビテーションのいずれを利用してもよい。
また、逐次登録法における参照点の設定においては、ユーザが参照点を指定するマニュア
ル設定と位置特定部３０が参照点を探索する自動設定のいずれを利用してもよい。
【００７６】
　＜一括登録法における変換行列の生成＞
一括登録法においては、第１から第４の治療用超音波が一括的に送波され、点Ａ～点Ｄの
４つの参照点が一括的に確認される。そのため、観測座標系で確認された４つの参照点つ
まり４つの実測位置の各々が、治療座標系における４つの設定位置のうちのどの設定位置
に対応しているのかが不明となる。
【００７７】
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　したがって、逐次登録法の場合における数２式のように１通りの関係式が定まらず、点
Ａ～点Ｄに関する４つの設定位置と４つの実測位置の組み合わせ数である４！＝２４通り
の関係式が得られる。つまり、２４通りの写像に対応した２４通りの変換行列[Ｔ]が存在
し、そのうちのいずれが４点の正確な対応関係を示した真の変換行列[Ｔ]なのかが不明と
なる。そこで、複数の（例えば２４通りの）変換行列[Ｔ]の中から真の変換行列[Ｔ]を探
し出すために次の試行を行う。
【００７８】
　ここでの試行とは、一括的に発生させた４つのキャビテーションに基づいて登録される
４つの設定位置と４つの実測位置の組み合わせから考えられる２４通りの変換行列からな
る変換行列群を得ることである。そして、４つのキャビテーションの位置を変えつつ、複
数回に亘ってその試行を繰り返す。そこで、例えばＮ回（Ｎは自然数）に亘って試行が繰
り返されてｎ回目（ｎは自然数：１≦ｎ≦Ｎ）に得られる変換行列群（１～２４の変換行
列[Ｔ]）を次式のように表現することにする。
【００７９】

【数５】

【００８０】
　図９は、複数の試行の各々で得られる変換行列群の具体例を示す図である。図９には、
１回目からＮ回目までの各試行ごとに得られる、写像１から写像２４までの２４通りの変
換行列からなる変換行列群が示されている。各試行ごとに、その変換行列群に含まれる写
像１から写像２４までの変換行列の中に１つだけ真の変換行列[Ｔ]が存在する。図９にお
いて、各変換行列群のうち、真の変換行列[Ｔ]の背景にハッチングが施されている。例え
ば、１回目の試行においては写像１が真の変換行列[Ｔ]であり、２回目の試行においては
写像３が真の変換行列[Ｔ]であり、３回目の試行においては写像２４が真の変換行列[Ｔ]
である。
【００８１】
　複数の試行において得られる複数の真の変換行列[Ｔ]は、同じ観測座標系と同じ治療座
標系の間の変換行列であるため、理論上は完全に一致することになる。しかし、各試行ご
とに観測時の誤差なども含まれるため、複数の試行から得られる複数の真の変換行列[Ｔ]
は完全に一致するとは限らない。但し、複数の真の変換行列[Ｔ]は、互いに近似した値の
行列となる。
【００８２】
　そこで、本超音波治療システムでは、変換行列群の中から真の変換行列[Ｔ]を得るにあ
たり、複数の試行に亘って得られる複数の変換行列群の中から、互いに近似した変換行列
を抽出する。互いに似た変換行列を選ぶために、変換行列同士の距離を以下に説明するよ
うに定義して、距離の短い行列同士を真の変換行列[Ｔ]の候補とする。
【００８３】
　まず、各変換行列を１２次元ベクトルと見なして、次式のように、変換行列間距離を１
２次元空間におけるユークリッド距離として定義する。次式で定義される距離ｄは、ｎ回
目の試行で得られたｍ個目の変換行列と、ｐ回目（ｎ≠ｐ）の試行で得られたｒ個目の変
換行列との間における変換行列間距離である。
【００８４】
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【数６】

【００８５】
　各変換行列は４行４列の１６次元ベクトルになるが、アフィン変換行列では、最も右側
の列の係数はゼロと１に固定されているため、各変換行列を特徴づける有効な係数は１２
個であり、１２次元ベクトルで十分である。
【００８６】
　例えば、図９に示した具体例において、１回目と２回目の試行から得られる変換行列群
の組み合わせの中で、１回目の試行における写像１と２回目の試行における写像３から得
られる変換行列の組み合わせの距離が最小となる。この最小の距離となる変換行列対を見
つけるために、１回目と２回目の変換行列群から得られる全ての変換行列対の距離を算出
し、算出した距離を小さい（短い）ものから順に並べて「距離１」「距離２」・・・と名
前を付ける。例えば、図９の具体例においては、各試行ごとに２４個の変換行列が得られ
るため、２４Ｃ２＝２７６通りの変換行列対があり、従って「距離２７６」までの値が得
られることになる。
【００８７】
　図１０は、変換行列間距離の算出結果の具体例を示す図である。図１０において、試行
間１は、１回目と２回目の変換行列群の組み合わせから得られる距離を小さいものから順
に縦に並べた結果である。なお、距離は数６式に基づいて得られる。試行間２は、１回目
と３回目の変換行列群の組み合わせから得られる距離を示している。試行がＮ回であるな
らば、ＮＣ２通りの試行間が得られる。例えば、試行が８回であると、８Ｃ２＝２８通り
であり、試行間２８まで得られることになる。図１０に示す結果を「試行間距離表」と呼
ぶことにする。
【００８８】
　図１１は、変換行列間距離の算出結果をグラフ化した図である。図１１の＜Ａ＞は、横
軸に変換行列間距離の値を示して縦軸に試行間の組み合わせを示したグラフである。図１
１の＜Ａ＞において、縦軸の（ｎ，ｐ）はｎ回目の試行とｐ回目の試行の組み合わせを示
しており、各組み合わせ（ｎ，ｐ）ごとに、その組み合わせの変換行列群から得られる変
換行列間距離の値が、小さいものから順に横軸方向に沿って並べられている。
【００８９】
　治療座標系と観測座標系との間の幾何学的な関係を不変としつつ複数回に亘って試行を
行えば、各試行ごとに得られる変換行列群の中に必ず真の変換行列が存在するため、試行
間において算出される変換行列間距離が０（ゼロ）となる変換行列対が存在し、その変換
行列対が真の変換行列であることが分かる。但し、実際に得られる試行の結果においては
観測誤差などの影響があり、変換行列間距離が正確に０（ゼロ）とならない場合がある。
【００９０】
　そこで、本超音波治療システムでは、図１１の＜Ｂ＞に示すように、変換行列間距離に
関するヒストグラムを形成し、試行間距離の小さい方から最初に頻度が高くなる（例えば
最初に極大になる）距離に対応した変換行列対を真の変換行列に選定する。
【００９１】
　ヒストグラムを作成する理由は、行列の係数に含まれるノイズが互いに打ち消し合うこ
とにより変換行列間距離が最小となる行列対がまれに発生する可能性があり、その行列対
を真の変換行列と誤認してしまうことを避けるためである。但し、ノイズに伴って距離が
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とにより、真の変換行列を抽出することができる。
【００９２】
　なお、乱数間の距離のヒストグラムは乱数の中央値を中心とするガウス分布となること
が知られているため、変換行列間距離のヒストグラムにおいても２つの山が形成される可
能性もある。そこで、本超音波治療システムでは、変換行列間距離の小さい方の山（例え
ば極大値）を真の変換行列としている。
【００９３】
　真の変換行列に対応した変換行列対が選定されたならば、それら変換行列対を構成する
２つの変換行列の全てに関する、行列係数同士の平均値または中央値を算出し、真の変換
行列の係数とする。真の変換行列の係数を算出する具体例を示すと次のようになる。
【００９４】
　変換行列間距離は、数６式で定義される距離ｄであり、ｎ回目の試行で得られたｍ個目
の変換行列と、ｐ回目（ｎ≠ｐ）の試行で得られたｒ個目の変換行列との間における変換
行列間距離である。そこで、ｎ回目の試行で得られたｍ個目の変換行列と、ｐ回目の試行
で得られたｒ個目の変換行列を、それぞれ次のように表現する。
【００９５】
【数７】

【００９６】
　また、図１１の＜Ｂ＞を利用して説明したように、変換行列間距離に関するヒストグラ
ムにおいて、試行間距離の小さい方から最初に頻度が高くなる（例えば最初に極大になる
）距離に対応した複数の変換行列対が抽出される。
【００９７】
　加算平均法による真の変換行列は、次式に基づいて算出される。つまり、ヒストグラム
から抽出された複数の変換行列対（１，２，・・・，Ｑ）を構成する２つの変換行列（数
７式参照）の全てに関する行列係数同士の平均値が算出される。
【００９８】
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【数８】

【００９９】
　中央値法による真の変換行列は、次式に基づいて決定される。つまり、ヒストグラムか
ら抽出された複数の変換行列対を構成する全ての変換行列に関する係数について、同一行
かつ同一列に対応した全ての係数を大きさ順に並べた場合の中央値をその行と列における
係数とする。
【０１００】

【数９】

【０１０１】
　例えば、図１０，図１１に示した具体例において、数１０式に示される変換行列間距離
ｄ（数６式参照）の変換行列対がヒストグラムから抽出されたとすると、数９式の中央値
法により得られる第１行第１列の係数は数１１式のとおりとなる。
【０１０２】

【数１０】

【０１０３】
【数１１】

【０１０４】
　一括登録法においては、参照点が一括的に登録されるため、逐次登録法の場合に比べて
参照点の設定のための手間が軽減する。なお、一括登録法における参照点（焦点の実測位
置）の設定においては、水中のキャビテーションとゲル状媒体内のキャビテーションのい
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照点を指定するマニュアル設定と位置特定部３０が参照点を探索する自動設定のいずれを
利用してもよい。
【０１０５】
　図１に戻り、変換行列生成部５０は、座標情報登録部４０に登録された座標値に基づい
て、上述した逐次登録法または一括登録法に対応した処理により、観測座標系と治療座標
系の間の変換行列を生成する。変換行列は治療に先立って生成される。
【０１０６】
　治療時には、まず、観測用振動子１０Ｄを介して得られる超音波画像に基づいて、観測
座標系における治療箇所Ｐの位置が確認される。そして、座標変換部６０が、観測座標系
における治療箇所Ｐの位置情報から、治療に先だって生成された変換行列に基づいて、治
療座標系における治療箇所Ｐの位置情報を得る。その治療座標系における治療箇所Ｐの位
置情報に基づいて、制御部７０が送信ビームフォーマ１２を制御することにより、治療箇
所Ｐをターゲットとして治療用の超音波ビームが形成され、治療用振動子１０Ｔから治療
用の超音波が送波される。
【０１０７】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　超音波プローブ、１２　送信ビームフォーマ、１４　受信ビームフォーマ、２０
　超音波画像形成部、２２　表示部、３０　位置特定部、４０　座標情報登録部、５０　
変換行列生成部、６０　座標変換部、７０　制御部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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坐标系之间生成坐标变换矩阵。 点域1
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